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研究の概要（200～300字で記入、図・グラフ等は使用しないこと。） 

自 治 体 が 行 う 若 者 総 合 相 談 窓 口 に お け る L I N E 相 談 の 内 容 を 分 析 し 、 L I N E 相 談 の 有 用 性 に つ い て 研 究 を 行 っ た 。

若 者 総 合 相 談 窓 口 は 、若 者 の 支 援 策 と し て 国 に よ り 設 置 さ れ た 窓 口 で 多 様 な 相 談 内 容 を 対 応 す る 。具 体 的 に は 、メ

ン タ ル の 悩 み や 、 人 間 関 係 、 職 場 に 関 す る こ と な ど で あ る 。 ま た 、 国 の 施 策 に よ り S N S を 用 い た カ ウ ン セ リ ン グ

業 務 が 必 要 で あ る と さ れ 、 L I N E を 用 い た 相 談 業 務 を 開 始 し て い た 。私 は 、 L I N E で 行 わ れ て い る 相 談 の 1 0 万 件 の

チ ャ ッ ト デ ー タ を 分 析 し た 。ま ず 、相 談 者 の 悩 み が ど の よ う に 対 応 さ れ 解 決 に 導 か れ て い る の か や り 取 り の 流 れ に

規 則 性 が あ る こ と を 指 摘 し た 。そ の な か で 大 き く 二 つ の フ ロ ー が あ っ た 。具 体 的 に は 、問 題 を 解 決 し た い と い う ニ

ー ズ が 現 れ て い る フ ロ ー と 単 に 話 を 聞 い て ほ し い と い う ニ ー ズ が 現 れ て い る フ ロ ー で あ り 、こ れ ら は 丁 度 同 じ 割 合

で 存 在 し て い た 。 ま た 、 分 析 を 行 う 中 で 、 L I N E で の 相 談 活 動 は テ キ ス ト で 行 わ れ る た め に 自 分 自 身 の 情 報 を 制 限

で き る こ と 、相 手 の 顔 を 見 る こ と が で き な い が た め に 自 己 開 示 が し や す い 傾 向 に あ る こ と も 示 唆 さ れ た 。こ れ ら か

ら L I N E を 用 い た 相 談 事 業 は 相 談 者 に と っ て の 有 用 性 が あ る と 指 摘 し た 。  
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研究成果の概要（図・グラフ等は使用しないこと。） 

生きづらさを抱える若者の存在が指摘されて久しい。たとえば、内閣府による『令和 5

年版自殺対策白書』において、20 歳から 39 歳の死因の第一位は自殺となっている。また、

G7 のなかで自殺死亡率が最も高いのは日本である。 (内閣府  2023)。さらに、持続可能な

開 発 ソ リ ュ ー シ ョ ン ・ ネ ッ ト ワ ー ク (SDSN)が 2023 年 に 発 表 し た 「 世 界 幸 福 度 調 査  

2023(World  Happiness  Report  2023)」においては、日本は 137 ケ国中 47 位であり、こ

ちらも G7 において最下位である。 (SDSN 2023)。  

このような、生きづらさを抱える若者の支援として国・自治体が主導となって乗り出し

たのは、 2000 年代初頭である。当初の支援では、若者の生きづらさ、抱える困難は就労

問題にあると考えられ、就労問題を解決するために始まったが、就労以外の多様な問題を

抱えていることが指摘されるようになり、包括的な若者支援策として、若者総合相談窓口

が設立されるようになった。  

また、若者を取り巻くコミュニケーション手段の変容によって、 SNS が若者の主要なコ

ミュニケーション手段となってきている。そして、SNS に関連する若者問題も発生したこ

とにより、国主導となって SNS を用いた若者相談が実行されるようになった。  

例えば、総務省の情報通信政策研究所の「「令和 4 年度情報通信メディアの利用時間と情

報行動に関する調査報告書」において、 10 代から 20 代において 1 日のソーシャルメディ

アの利用時間は 100 分を超えており、携帯電話の利用が 10 分であることと比較しても若

者にとってのソーシャルメディアの重要性がとても高い (総務省、 2022)。  

これに合わせて、若者を支援対象とする相談事業においても、このような若者における

コミュニケーションツールが SNS へと変化したことにより、若者のコミュニケーション

手段の変化に応じて柔軟に対応することがもとめられてきた。近年では、平成 29 年の 7

月に神奈川県の座間市において Twitter (現 X)で自殺願望を仄めかしていた若者 9 人が殺害

される事件がきっかけとなり、国によって「インターネットを通じて自殺願望発する若者

の心のケアに関する対策」 (内閣府、 2017)が進められていくことになった。  

しかしながら、若者総合相談窓口における SNS 相談について、その実態や有用性が検討

された知見は少なく、その存在意義は不透明であるといえる。  

そこで、本稿では自治体 A が行う若者総合相談窓口の LINE 相談におけるチャットデータ

を分析し、その実態や有用性を考察した。  

若者が置かれている社会的な状況や、自治体 A の LINE 相談に寄せられた相談ジャンル

を考察すると、相談窓口が困難を抱える若者の支援として効果がある可能性が指摘でき

る。内閣府によれば、若者が悩みを相談できる相手としては家族や親戚、友達、職場の人

間関係の 3 つであることがわかる（内閣府  2022）。また、自治体 A の LINE 相談に寄せ

られる相談の主要なジャンルは、メンタル、家族、職場に関する内容であった。以上のこ

とから、若者にとって相談できる数少ない選択肢である家族や親戚、友達、職場において

相談がしずらいと判断した内容を相談機関に相談している可能性がある。  

また、 SNS 相談としての LINE 相談に関しては、若者のコミュニケーション手段が SNS

中心になっていることや、若者のインターネットへ費やす時間が多いことから、SNS 相談

としての LINE 相談が有用であることを示唆した。  

さらに、チャットデータを用いて、 LINE 相談における相談フローには 5 つのパターンが

あることや、チャットデータを読み解くことで、相談者の話を聞いてほしいという潜在的

なニーズについて明らかにし、 LINE 相談の有用性を指摘した。  

相談フローはパターン A〜 E までの 5 種類があった。パターン A は、相談者の抱える問

題に対して、適切な専門機関を紹介して相談が終了するというフローである。これは、自

治体 A が当初想定していた相談機関の役割を果たしている基本的なフローである。パター

ン B は、パターン A とほぼ同じフローであるが、相談員から専門機関が紹介されるのでは

なく、相談員からの簡易的な提案のみが行われ、相談が終了しているフローである。パタ

ーン C は、相談開始から相談対応まで行われるが、専門機関の提案や、相談員からの簡易

的提案がなされることなく一人当たりの最大時間になったことで相談が終了しているフ

ローである。  
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パターン D は相談者によって相談が開始されるが、相談者から返信が来なくなってしま

いそのまま相談が終了するフローである。  

パターン E は相談者によって相談が開始されたあと、相談者の申し出により相談の途中

で相談自体が終了するフローである。  

また、パターン B からパターン E は相談の構造が異なっているものの、対話データを

詳細にみていくと、相談者の裏側には、「話を聞いて欲しい」というニーズがある可能性

が考察された。パターン B からパターン E はパターン全体の 58%であるため、 LINE 相

談を利用する若者の潜在的なニーズを示して いると推察され、これらを満たしている

LINE 相談は、若者の相談者のニーズを満たしているという点で有用であると指摘した。 

さらに、パターン D、パターン E にみられるような相談者側の都合で相談が終了する相

談フローは、SNS カウンセリング特有のフローであることが推察された。このことから、

相談へのアクセスがしやすくなっているということが示唆され、悩みを初期段階から相

談できるという点で、 LINE 相談の有用性が指摘した。  

しかしながら、若者総合相談窓口や LINE 相談自体の認知度の低さや、相談の離脱率の

高さという問題も抱えている。内閣府による「こども・若者の意識と生活に関する調査 (令

和 4 年度 )」によると「あなたは、子供・若者を対象とした育成支援機関等を知っていま

すか。知っている育成支援機関等をすべて選んでください。(いくつでも )」に対して、「職

業安定所などの就労支援機関」は 61.3%、「児童相談所・福祉事務所などの児童福祉機関」

は 54.6%、「児童館」は 52.0%であるが、「子ども・若者総合相談センター、教育相談所、

相談室などの同断機関」については、21.6%となっていた。また、離脱率に関しては、自

治体 A の LINE 相談において、自治体 A が行う若者相談窓口用の公式 LINE アカウント

を友達登録をし、相談開始をしたのにもかかわらず相談をしなかった事案、また、相談

途中で音信不通になる事案が多くみられた。6 月においては、総事案件数 1079 件の中で、

相談者が、相談の公式 LINE を友達登録し、トーク画面を開いたにもかかわらず相談を

行わなかった事案は 790 件 (73%)であり、 9 月においては、総事案件数 1254 件の中で相

談者が、相談の公式 LINE を友達登録し、トーク画面を開いたにもかかわらず相談を行

わなかった事案事案は 1087 件 (87%)であった。この問題点を解決するためには、相談機

関の周知をさらに行う必要があるだろう。  

また、相談者の動機を高める必要もある。公共機関が行う相談事業は相談窓口で行われ

る相談活動がどのようなものかイメージがつきにくいという問題がある。そのため、相

談員はどのような人なのか、相談はどのように行われるのかなどといった相談者が相談

の流れをイメージできるような広報活動が必要であるだろう。  

また、今後の課題として、本稿では、相談者と専門機関を繋げるという方向性をもった

自治体 A の若者総合相談窓口でおこなわれる LINE 相談を分析した。しかしながら、SNS

カウンセリングはやりとりの中で相談者に支援を行い、カウンセリングが完結するよう

に作られている相談機関も存在し、そのような相談機関において行われる相談について

は、別の相談パターンが存在する可能性がある。また、LINE 相談だけではなく他の SNS

プラットフォームを利用した SNS カウンセリングでどのような相談のやりとりが行わ

れ、それぞれのプラットフォーム別の相談事例の比較などを考察すると、それぞれの SNS

プラットフォームが得意とする相談内容や傾向などが明らかになる可能性もある。これ

らは、今後の課題としていきたい。  
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